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国保加入者に傷病手当、出産手当を 

給付する制度の確立を求める請願 
 

【請願趣旨】 

国民健康保険にも、労働者が加入する健康保険と同様に、傷病手当や出産手当を創設すべ

きです。公的保険には、ケガや病気、事故あるいは出産など、収入が途絶える事態に際して

「従前所得水準を維持」するという理念があります。協会けんぽや組合健保では、そうした

理念に基づいて、傷病手当や出産手当が実施されており、国保に変わった途端に、傷病・出

産手当が無くなることに驚きの声があがっています。「法の下の平等」（憲法 14 条）に照ら

しても、加入する保険制度の違いにより、保険給付や免除制度が異なる事態は、一刻も早く

解消すべきです。 

2024 年 10 月、国連女性差別撤廃委員会の第 9 次日本報告審議の総括所見では、農山漁村

女性が国民健康保険制度の傷病手当金や出産手当金を受ける機会が限られていることに懸

念が示され、基本的サービスを確保するよう勧告しました。国保には個人事業の自営業者や

フリーランスも加入しています。家族総出で家業を支えることが多く、一人が欠けても営業

に支障をきたす中小業者にとって、家族の休業による影響は大きいと言えます。傷病や出産

前後に、必要な休養をとれず、健康破壊の誘因となっています。全婦協の調査では、5 人に

1 人が「産前に休めなかった」と回答しています。少子化対策としても産前・産後に安心し

て休める出産手当が必要です。 

コロナ禍、新型コロナウイルスに感染した場合、被用者には全額国庫負担による傷病手当

制度が創設されました。いつケガや病気をしても、本人と家族の生活が保障されるよう、恒

久的な制度が必要です。 

以上の趣旨から、次のことを請願します。 

【請願事項】１、国民健康保険加入者に傷病手当、出産手当を給付する  

制度を確立すること 

        この署名は国会請願の目的以外に 

氏    名 住  所 
名前、住所は郡や丁目、番地などを省略せず、一人ひとり

明記してください。「同上」「〃」、鉛筆使用は無効です。 
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